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 カメラトラップ調査を実施し、奈良県におけるツキノワグマの個体数を推定した。上北山村と十津川村

にカメラトラップを設置し、ツキノワグマの直立姿勢を誘導して動画を撮影した。胸部斑紋の形状に基づ

く個体識別により、各調査地域における個体数を得た。カメラトラップ設置地点を中心として調査範囲の

面積を定義することで各調査地域における生息密度を算出し、その平均値を奈良県におけるツキノワグマ

の生息密度とした。また、アンケート調査により分布情報を得た 1 kmメッシュ区画数から奈良県におけ
るツキノワグマの分布面積を推定した。生息密度×分布面積によって奈良県におけるツキノワグマの個体

数を試算したところ、174.6～466.7頭 (中央値 267.3頭) となった。2000年および 2008年の調査と同
様の個体数水準に該当することから、大きな個体数の変動はないものと推察された。 

 
 

１．はじめに 

 

 奈良県に生息するニホンツキノワグマ  (Ursus 
thibetanus japonicus) は紀伊半島の個体群に属する。こ
の個体群は、1991年より、環境省のレッドリストにおい
て「絶滅のおそれのある地域個体群」として掲載され、

1994 年以降、狩猟による捕獲が禁止されている１） 。一

方、ツキノワグマはスギやヒノキの樹皮を剥ぎ、材に変

色・腐朽をもたらすことが知られており２-４)、2008年以
降、奈良県では実損面積で年間 100ha以上の深刻な林業
被害が報告されている５）。また、近年は目撃報告件数が

増加しており６）、人身被害の予防および対策も重要な課

題となっている。このように、紀伊半島のツキノワグマ

については、地域個体群の維持・発展と農林業被害・人

身被害の対策を両立するための適切な保護管理が求めら

れている。 
奈良県では、2002 年から 5 年ごとに奈良県ツキノワ
グマ保護管理計画を策定している。保護管理計画の策定

にあたり、個体数の把握は極めて重要であることから、

これまでにも個体数の推定が試みられてきた。紀伊半島

における個体数は、捕獲頭数に基づく試算により、1980
年代前半で 180頭７）、1991年時点で 137頭と推定され
た８）。また、奈良県における個体数は、2000年のアンケ

ート調査 (以下、2000年調査) により、46～332頭 (平
均値 123.7頭) と推定され９)、2008年のヘアトラップ調
査 (以下、2008年調査) により、103.8～269頭（中央値
157.6頭）と推定された 10) 。しかし、2008年以降、調査
は実施されておらず、生息動向は不明瞭であることから、

奈良県におけるツキノワグマの個体数を調査する必要性

が生じている。 
 野生動物の個体数推定においては、非侵襲的な標識に

より個体を識別し、識別個体数に基づいて調査地域の個

体数を推定する方法が用いられる。クマ類の個体数推定

では、個体識別の手法としてヘアトラップ法が利用され

てきたが 11,12) 、体毛の採取やDNAの抽出において、時
期によって体毛の採取率が変化することや、体毛からの

DNA 抽出成功率に差があることが課題として報告され
ている 13,14) 。また、遺伝解析に要する金銭的コストや専

門性が利用に際して障壁となる 15) 。そこで、本研究で

は、これらの課題を解決する代替法として開発されたカ

メラトラップ法 15) を採用し、ツキノワグマの個体数を

推定した。 

 

２．材料および方法 

 

2.1 カメラトラップ調査 
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る際にも、分布地域の環境がツキノワグマの生息に適し

た環境かどうかを評価する必要がある。したがって、同 
様に、植生自然度が 6～9 に該当する地域をツキノワグ
マの生息に適した環境であると仮定し、アンケート調査

によって得られる分布区画のうち、植生自然度 6～9 に
該当する区画をツキノワグマの分布区画として定義した。 
 なお、植生自然度の分類にあたり、現存植生のデータ

は、環境省自然環境局生物多様性センターが実施してい

る自然環境保全基礎調査植生調査の第 6・7 回基礎調査
1/25000植生図GISデータ 19) を用いた。1kmメッシュ
での植生データは植生調査の成果物として公開されてい

る第 5回基礎調査植生 3次メッシュデータ (1992-1996) 
20) を用いた。 

 

 
図１ 調査地 

 
 

表１ 植生自然度の区分 18) 

 

 

区分基準

10 高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区

9 エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群集等、自然植生のうち多層の植物社会を形成する地区

8 ブナ・ミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等、代償植生であっても、特に自然植生に近い地区

7 クリ－ミズナラ群落、クヌギ－コナラ群落等、一般には二次林と呼ばれる代償植生地区

6 常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植林地

5 ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原

4 シバ群落等の背丈の低い草原

3 果樹園、桑園、茶畑、苗圃等の樹園地

2 畑地、水田等の耕作地、緑の多い住宅地

1 市街地、造成地等の植生のほとんど存在しない地区

98 自然裸地

99 開放水域

0 不明

植生自然度

 「カメラトラップ調査の手引き－ツキノワグマの個体

数推定へ向けて－」16) を参考として調査を実施した。 
奈良県上北山村の県有林および十津川村の村有林を調

査地とした (図 1) 。なお、本調査地は 2008 年調査のヘ
アトラップ設置地域の一部である。調査は、上北山村地

域では 2016年 11月 21日～2018年 10月 5日、十津川
村地域では 2017年 5月 22日～2018年 10月 25日に実
施した。各調査地域において 15 地点にカメラトラップ
を設置し (図 1) 、1ヶ月～2ヶ月の間隔で自動撮影カメ
ラの電池と SDカードの交換およびカメラトラップの補
修を行った。なお、冬季は自動撮影カメラを回収して調

査を休止した。また、上北山村地域で法面の崩落が発生

したため、2018年は 9地点で調査を実施した。 
カメラトラップ設置地点は、上北山村地域では落葉広

葉樹林、十津川村地域では常緑広葉樹林が大半を占め、

いずれもツキノワグマの生息に適した環境であることが

想定された。カメラトラップ設置地点の標高は、上北山

村地域で 376m から 1252m、十津川村地域で 582m か
ら 798mであり、平均標高は上北山村地域で約 891m、
十津川村地域で約 695mであった。 
カメラトラップでは、立木 2本の間に地上約 1.5mの
高さでスギの角材を固定し、その片面中央部に誘引物を

設置することにより、ツキノワグマの直立姿勢を誘導し

た。誘引物の真下には直立補助のための杭を配置した。

誘引物は、市販の蜂蜜約 200g と赤ワイン約 40ml の混
合物とし、ポリスチレン製容器に入れて設置した。なお、

匂いのみで誘引し、ツキノワグマが摂食できないように

した。カメラトラップは誘引物の設置面が斜面上部とな

るように配置し、斜面下部約 3mの位置に自動撮影カメ
ラを設置した。自動撮影カメラは Ltl Acorn○R  Ltl-
6511WMCを使用した。本機種はノーグロータイプの赤
外線投光器を搭載しており、センサー感知角度は 100°、
画角は 100°、トリガー速度は 0.8秒であった。カメラ
の設定は、動画撮影モード で撮影時間は 60秒とし、撮
影間隔は 0秒、センサー感度はNormal (2017年はHigh) 
とした。カメラの画角は、正面からカメラトラップの全

体が収まるように調整した。 
 カメラトラップで撮影された動画を目視により確認

し、ツキノワグマが確認された場合は、撮影日時および

形態的特徴により個体識別を試みた。斑紋が撮影された

動画については、斑紋撮影品質を 3段階 ( A : 斑紋全体
が正面から鮮明に撮影できている、B : Aに劣るが、概ね
斑紋全体が撮影できている、C : 極端に角度がある、不
鮮明、または斑紋の一部しか撮影されていない) に区分
し、原則として品質が B以上の動画を個体識別に用いた

16) 。なお、品質が Cの動画については、品質が B以上
の動画を用いて個体識別した後に確認し、個体識別に用

いた。斑紋が一部しか撮影されなかった場合でも、すで

に識別された個体と明らかに異なる斑紋を有する個体に

ついては別個体として識別した 17) 。 

2.2 アンケート調査 

ツキノワグマの分布状況、目撃状況および被害状況に

ついてのアンケート調査を 2018年に実施した。2000年
調査および 2008 年調査と同様の内容で調査票を作成し、
1km メッシュの区画の入った 1/50000 地形図とともに
配布した。対象者はツキノワグマの生息が想定される地

域の狩猟者とし、猟友会本部から、支部を通じて狩猟者

に調査票の配布と回収を行った。アンケート調査票は、

奈良県南部地域に所在する猟友会支部を中心に 12 支部 
(五條、吉野、大淀、下市、黒滝、天川、野迫川、十津川、
下北山、上北山、川上、東吉野) を選出し、合計 402 部
を配布した。 
 回収された調査票の総数は 70 件、回収率は 17.4%で
あった。本報では、このうち分布区画についての回答が

得られた 30 件の結果を利用し、カメラトラップ調査の
結果を用いて個体数を推定する際に、奈良県におけるツ

キノワグマの分布面積の算出根拠とした。 

2.3 個体数推定 

奈良県におけるツキノワグマの個体数を推定するにあ

たり、2008 年調査と同様の方法を用いた。カメラトラッ
プ調査によって得られる識別個体数から生息密度を推定

し、アンケート調査によって得られる分布区画数から分

布面積を推定した。 
カメラトラップ調査によって得られる識別個体数から

生息密度を推定する際には、調査地域におけるツキノワ

グマの行動範囲を定義する必要がある。本調査では、

2008年調査と同様に、カメラトラップ設置地点を中心と
した半径 2km、3km、4kmの円内を、カメラトラップに
よって撮影できるツキノワグマの行動範囲と仮定した。

また、調査地域の環境がツキノワグマの生息に適した環

境かどうかを評価する必要がある。本調査では、生息環

境を評価する指標として、人為的影響の度合いによって

日本の植生を 10 の類型に区分した植生自然度 (表 118))
を用いた。2008年調査の自然環境調査の結果に基づき、
植生自然度が 6～9 に該当する地域をツキノワグマの生
息に適した環境であると仮定し、カメラトラップ設置地

点を中心とした半径 2km、3km、4kmの円内のうち、植
生自然度が 6～9 に該当する面積を調査地域におけるツ
キノワグマの行動範囲の面積として定義した。アンケー

ト調査によって得られる分布区画から分布面積を推定す
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に調査票の配布と回収を行った。アンケート調査票は、

奈良県南部地域に所在する猟友会支部を中心に 12 支部 
(五條、吉野、大淀、下市、黒滝、天川、野迫川、十津川、
下北山、上北山、川上、東吉野) を選出し、合計 402 部
を配布した。 
 回収された調査票の総数は 70 件、回収率は 17.4%で
あった。本報では、このうち分布区画についての回答が

得られた 30 件の結果を利用し、カメラトラップ調査の
結果を用いて個体数を推定する際に、奈良県におけるツ

キノワグマの分布面積の算出根拠とした。 

2.3 個体数推定 

奈良県におけるツキノワグマの個体数を推定するにあ

たり、2008 年調査と同様の方法を用いた。カメラトラッ
プ調査によって得られる識別個体数から生息密度を推定

し、アンケート調査によって得られる分布区画数から分

布面積を推定した。 
カメラトラップ調査によって得られる識別個体数から

生息密度を推定する際には、調査地域におけるツキノワ

グマの行動範囲を定義する必要がある。本調査では、

2008年調査と同様に、カメラトラップ設置地点を中心と
した半径 2km、3km、4kmの円内を、カメラトラップに
よって撮影できるツキノワグマの行動範囲と仮定した。

また、調査地域の環境がツキノワグマの生息に適した環

境かどうかを評価する必要がある。本調査では、生息環

境を評価する指標として、人為的影響の度合いによって

日本の植生を 10 の類型に区分した植生自然度 (表 118))
を用いた。2008年調査の自然環境調査の結果に基づき、
植生自然度が 6～9 に該当する地域をツキノワグマの生
息に適した環境であると仮定し、カメラトラップ設置地

点を中心とした半径 2km、3km、4kmの円内のうち、植
生自然度が 6～9 に該当する面積を調査地域におけるツ
キノワグマの行動範囲の面積として定義した。アンケー

ト調査によって得られる分布区画から分布面積を推定す
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図４ カメラトラップ設置地点周辺の植生自然度 (上北山村) 

 

 

 
図５ カメラトラップ設置地点周辺の植生自然度 (十津川村) 

 

 

 

３．結果と考察 

 
3.1 カメラトラップ調査 

2つの調査地において、3年間で撮影された動画は、カ
メラの動作確認中と設置・回収作業中の撮影およびカメ

ラの転倒・故障による撮影不良のデータを除き、11665本
であった。そのうち、ツキノワグマが撮影された動画は

222 本であった。さらに、斑紋が撮影された動画は 114
本であり、斑紋撮影品質別には Aが 23本、Bが 30本、
Cが 61本であった (表 2) 。 
撮影間隔 30 分以内に撮影された複数の動画を 1 回の
撮影機会として扱う 17,21)と、ツキノワグマの撮影機会は

118 回であった。そのうち、個体識別に用いることがで
きたのは 63 回であり、ツキノワグマが撮影された場合
は、約 53.4%で個体識別が可能であった。 
識別された個体数は、上北山村地域では 3 年間で 12
個体、十津川村地域では2年間で7個体であった (表3) 。
1年間で最も多くの個体を確認したのは 2017年であり、
上北山村地域で 10 個体、十津川村地域で 7 個体であっ
た (表 3) 。 

表２ 撮影動画数 

 
 

表３ 識別個体の撮影回数および識別個体数 

 

3.2 アンケート調査 

ツキノワグマの生息が想定される区画は、1kmメッシ
ュでは 1937区画 (図 2) 、5km メッシュでは 106 区画
であった (図 3) 。2000 年調査および 2008年調査にお
いて生息が確認された 5km メッシュは、それぞれ 87 区
画および 96 区画である (図 3) 。本調査で新たに分布情
報が得られた地域は曽爾村、御杖村および東吉野村であ

り、県中東部へ分布が拡大していることが推測された。 

 

図２ ツキノワグマの分布区画 (1kmメッシュ) 

 

 

図３ ツキノワグマの分布区画の変遷 (5kmメッシュ) 

 

3.3 個体数推定 

 各調査地のカメラトラップから半径 2km、3km、4km
圏の植生自然度を図 4および図 5に示し、その植生自然
度別の面積を表 4に示した。カメラトラップ調査によっ
て得られた識別個体数は、各調査地域における最低限の

個体数であり、これらの地域ではさらに多くの個体が存

在すると推測されるが、1 年間で識別した最も多い個体
数を各調査地域の個体数と仮定し、生息密度の推定に用

いた。表 5 に示す識別個体数と植生自然度 6～9 の面積
により生息密度を推定した。 

2016年 25 2 5 4
2017年 106 9 13 24
2018年 24 4 1 9
2017年 47 7 7 19
2018年 20 1 4 5

222 23 30 61

調査地・年度
斑紋品質別動画数

上北山村

十津川村

合計

クマ動画数
Ａ B C

2016年 2017年 2018年
K01 2 9 2 13
K02 1 1 2
K03 1 3 2 6
K04 6 2 8
K05 2 2
K06 1 2 3
K07 2 2
K08 3 3
K09 1 1
K10 1 1
K11 1 1
K12 1 1

識別個体数 3 10 6 12
T01 2 2
T02 1 1
T03 2 2
T04 2 6 8
T05 4 4
T06 1 1
T07 3 3

識別個体数 7 1 7

調査地 識別個体

上北山村

十津川村

合計
撮影回数
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図４ カメラトラップ設置地点周辺の植生自然度 (上北山村) 

 

 

 
図５ カメラトラップ設置地点周辺の植生自然度 (十津川村) 

 

 

 

３．結果と考察 

 
3.1 カメラトラップ調査 

2つの調査地において、3年間で撮影された動画は、カ
メラの動作確認中と設置・回収作業中の撮影およびカメ

ラの転倒・故障による撮影不良のデータを除き、11665本
であった。そのうち、ツキノワグマが撮影された動画は

222 本であった。さらに、斑紋が撮影された動画は 114
本であり、斑紋撮影品質別には Aが 23本、Bが 30本、
Cが 61本であった (表 2) 。 
撮影間隔 30 分以内に撮影された複数の動画を 1 回の
撮影機会として扱う 17,21)と、ツキノワグマの撮影機会は

118 回であった。そのうち、個体識別に用いることがで
きたのは 63 回であり、ツキノワグマが撮影された場合
は、約 53.4%で個体識別が可能であった。 
識別された個体数は、上北山村地域では 3 年間で 12
個体、十津川村地域では2年間で7個体であった (表3) 。
1年間で最も多くの個体を確認したのは 2017年であり、
上北山村地域で 10 個体、十津川村地域で 7 個体であっ
た (表 3) 。 
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表３ 識別個体の撮影回数および識別個体数 

 

3.2 アンケート調査 

ツキノワグマの生息が想定される区画は、1kmメッシ
ュでは 1937区画 (図 2) 、5km メッシュでは 106 区画
であった (図 3) 。2000 年調査および 2008年調査にお
いて生息が確認された 5km メッシュは、それぞれ 87 区
画および 96 区画である (図 3) 。本調査で新たに分布情
報が得られた地域は曽爾村、御杖村および東吉野村であ

り、県中東部へ分布が拡大していることが推測された。 

 

図２ ツキノワグマの分布区画 (1kmメッシュ) 

 

 

図３ ツキノワグマの分布区画の変遷 (5kmメッシュ) 

 

3.3 個体数推定 

 各調査地のカメラトラップから半径 2km、3km、4km
圏の植生自然度を図 4および図 5に示し、その植生自然
度別の面積を表 4に示した。カメラトラップ調査によっ
て得られた識別個体数は、各調査地域における最低限の

個体数であり、これらの地域ではさらに多くの個体が存

在すると推測されるが、1 年間で識別した最も多い個体
数を各調査地域の個体数と仮定し、生息密度の推定に用

いた。表 5 に示す識別個体数と植生自然度 6～9 の面積
により生息密度を推定した。 

2016年 25 2 5 4
2017年 106 9 13 24
2018年 24 4 1 9
2017年 47 7 7 19
2018年 20 1 4 5

222 23 30 61

調査地・年度
斑紋品質別動画数

上北山村
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クマ動画数
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K03 1 3 2 6
K04 6 2 8
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行動圏サイズは 19.3～62.8km2と報告され、最外殻法に

よる平均行動圏サイズでは、雌雄ともに 100 km2を超え

るものがあったとされる 24) 。これらの報告に基づくと、

本調査では、カメラトラップから半径 2km 圏を調査範

囲とした場合、ツキノワグマの実際の行動範囲よりも狭

い範囲を調査面積と仮定している可能性があり、生息密

度を過大評価していると考えられる。調査範囲を仮定し

て生息密度を推定するにあたっては、カメラトラップ調

査地域においてテレメトリー調査を実施し、撮影個体の

行動についてもモニタリングすることが重要である。 
また、調査範囲を仮定しないモデルによる推定法の適

用についても検討が必要である。本調査で参考とした「カ

メラトラップ調査の手引き」16) では、フリー統計解析環

境 R のパッケージとして公開された SPACECAP 25) の

使用が推奨されている。SPACECAP を用いることで、
調査エリアの設定に影響されない空間明示型標識再捕獲

モデルによる推定が可能となる。SPACECAP を用いて
個体数推定を行う場合には 10～15 頭の再捕獲個体と最
低 3～5 回の再捕獲があることが望ましいとされる 26) 。

本調査では、上北山村で最大 12個体を識別しているが、
3回の再捕獲を満たしている個体は5個体であり (表3 ) 、
識別個体数、撮影回数ともに不十分であった。調査地域

に生息する個体数が少ない場合、識別個体数を増やすこ

とは困難であることから、少なくとも再撮影個体を増や

すことが重要である。例えば、各調査地域でカメラ台数

を増やし、撮影個体数と撮影回数を確保することが考え

られる。しかし、限られた範囲で同一個体を何度も撮影

することは、調査地域の個体数の過小評価にも繋がるた

め、行動範囲を考慮したカメラ間隔や調査範囲の設定が

必要である。 
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表５ 調査地域における推定生息密度および平均生息密度 

 
 

 アンケート調査によって得られたツキノワグマの生息

が想定される 1937区画のうち、1kmメッシュによる県
内の植生自然度 6～9の区画数は 1780区画であった (図
６) 。1kmメッシュの区画面積は、約 1.06km2であるこ

とから、ツキノワグマの生息する分布面積を 1780 区画
×1.06km2 = 約 1887km2と推定した。 

 
図６ ツキノワグマの分布面積 

注：メッシュは分布情報を得た 1937区画を示し、着色したメッシュは 
そのうち植生自然度 6～9に該当する 1780区画を示す。 

 
以上のように推定した生息密度と分布面積により、奈

良県における個体数は 174.6～466.7 頭 (中央値 267.3
頭) と推定された (表 6 ) 。推定された個体数について、
これまでの調査とは方法が異なるため、数値だけでその

増減を評価することはできない。しかし、環境省の示す

「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン」

22) において、これまでと同様に個体数水準 2 (100～400
頭程度) に該当することから、他の水準に移行するよう
な大きな個体数の変動はないものと推察される。個体群

の動向をモニタリングするにあたり、絶対的な個体数を

知ることは困難であり、一貫した方法で継続して調査す

ることによって、相対的な個体数の増減を把握する必要

がある 17) 。 
 

表６ 奈良県における推定個体数 

 

 
本調査では、2008年調査と同様に、トラップの周辺域
のどの範囲までを調査範囲として仮定するかが問題とな

った。試算したとおり、調査範囲の条件によって推定さ

れる生息密度は大きく異なった。適切な生息密度を算出

するためには、行動範囲の数値についての検証が求めら

れるが、紀伊半島地域個体群の行動圏サイズについては

明らかにされていない。近隣の近畿北部地域個体群およ

び東中国地域個体群が分布する兵庫県においては、森林

動物研究センターの調査により、平均行動圏サイズはオ

スで 64.3km2、メスで 42.5km2と報告されている 23）。そ

の後の調査においても、95%固定カーネル法による平均

総面積

1 2 4 5 6 7 8 9 98 99 (km2)
2km圏 0.24 0.00 0.04 0.00 13.77 15.22 2.40 7.01 0.03 0.92 39.63 38.40
3km圏 0.61 0.00 0.17 0.01 23.68 21.02 5.73 16.06 0.13 1.35 68.75 66.48
4km圏 0.68 0.02 0.38 0.01 36.85 25.67 11.35 26.84 0.40 1.79 103.99 100.71
2km圏 0.00 0.10 0.21 0.06 12.43 5.04 9.50 2.94 0.05 0.00 30.32 29.89
3km圏 0.01 0.26 0.62 0.17 24.00 8.89 14.98 4.81 0.09 0.00 53.83 52.68
4km圏 0.01 0.33 1.27 0.21 35.55 16.19 20.46 9.42 0.12 0.00 83.56 81.62

調査地 行動範囲
植生自然度別面積 (km2)

上北山村

十津川村

植生自然度6～9

面積 (km2)

上北山村 10 38.40 0.260

十津川村 7 29.89 0.234

上北山村 10 66.48 0.150

十津川村 7 52.68 0.133

上北山村 10 100.71 0.099

十津川村 7 81.62 0.086

3km圏 0.142

0.0934km圏

識別個体数
植生自然度6～9

面積 (km2)

生息密度

(個体数/km2)

平均生息密度

(個体数/km2)

0.247

行動範囲 調査地

2km圏

 

分布面積

(km2)

2km圏 1887 466.7

3km圏 1887 267.3

4km圏 1887 174.60.093

行動範囲 推定個体数
平均生息密度

(個体数/km2)

0.247

0.142
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行動圏サイズは 19.3～62.8km2と報告され、最外殻法に

よる平均行動圏サイズでは、雌雄ともに 100 km2を超え

るものがあったとされる 24) 。これらの報告に基づくと、

本調査では、カメラトラップから半径 2km 圏を調査範

囲とした場合、ツキノワグマの実際の行動範囲よりも狭

い範囲を調査面積と仮定している可能性があり、生息密

度を過大評価していると考えられる。調査範囲を仮定し

て生息密度を推定するにあたっては、カメラトラップ調

査地域においてテレメトリー調査を実施し、撮影個体の

行動についてもモニタリングすることが重要である。 
また、調査範囲を仮定しないモデルによる推定法の適

用についても検討が必要である。本調査で参考とした「カ

メラトラップ調査の手引き」16) では、フリー統計解析環

境 R のパッケージとして公開された SPACECAP 25) の

使用が推奨されている。SPACECAP を用いることで、
調査エリアの設定に影響されない空間明示型標識再捕獲

モデルによる推定が可能となる。SPACECAP を用いて
個体数推定を行う場合には 10～15 頭の再捕獲個体と最
低 3～5 回の再捕獲があることが望ましいとされる 26) 。

本調査では、上北山村で最大 12個体を識別しているが、
3回の再捕獲を満たしている個体は5個体であり (表3 ) 、
識別個体数、撮影回数ともに不十分であった。調査地域

に生息する個体数が少ない場合、識別個体数を増やすこ

とは困難であることから、少なくとも再撮影個体を増や

すことが重要である。例えば、各調査地域でカメラ台数

を増やし、撮影個体数と撮影回数を確保することが考え

られる。しかし、限られた範囲で同一個体を何度も撮影

することは、調査地域の個体数の過小評価にも繋がるた

め、行動範囲を考慮したカメラ間隔や調査範囲の設定が

必要である。 
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表４ 調査地域における植生自然度別の面積 

 
 

表５ 調査地域における推定生息密度および平均生息密度 

 
 

 アンケート調査によって得られたツキノワグマの生息

が想定される 1937区画のうち、1kmメッシュによる県
内の植生自然度 6～9の区画数は 1780区画であった (図
６) 。1kmメッシュの区画面積は、約 1.06km2であるこ

とから、ツキノワグマの生息する分布面積を 1780 区画
×1.06km2 = 約 1887km2と推定した。 

 
図６ ツキノワグマの分布面積 

注：メッシュは分布情報を得た 1937区画を示し、着色したメッシュは 
そのうち植生自然度 6～9に該当する 1780区画を示す。 

 
以上のように推定した生息密度と分布面積により、奈

良県における個体数は 174.6～466.7 頭 (中央値 267.3
頭) と推定された (表 6 ) 。推定された個体数について、
これまでの調査とは方法が異なるため、数値だけでその

増減を評価することはできない。しかし、環境省の示す

「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン」

22) において、これまでと同様に個体数水準 2 (100～400
頭程度) に該当することから、他の水準に移行するよう
な大きな個体数の変動はないものと推察される。個体群

の動向をモニタリングするにあたり、絶対的な個体数を

知ることは困難であり、一貫した方法で継続して調査す

ることによって、相対的な個体数の増減を把握する必要

がある 17) 。 
 

表６ 奈良県における推定個体数 

 

 
本調査では、2008年調査と同様に、トラップの周辺域
のどの範囲までを調査範囲として仮定するかが問題とな

った。試算したとおり、調査範囲の条件によって推定さ

れる生息密度は大きく異なった。適切な生息密度を算出

するためには、行動範囲の数値についての検証が求めら

れるが、紀伊半島地域個体群の行動圏サイズについては

明らかにされていない。近隣の近畿北部地域個体群およ

び東中国地域個体群が分布する兵庫県においては、森林

動物研究センターの調査により、平均行動圏サイズはオ

スで 64.3km2、メスで 42.5km2と報告されている 23）。そ

の後の調査においても、95%固定カーネル法による平均

総面積

1 2 4 5 6 7 8 9 98 99 (km2)
2km圏 0.24 0.00 0.04 0.00 13.77 15.22 2.40 7.01 0.03 0.92 39.63 38.40
3km圏 0.61 0.00 0.17 0.01 23.68 21.02 5.73 16.06 0.13 1.35 68.75 66.48
4km圏 0.68 0.02 0.38 0.01 36.85 25.67 11.35 26.84 0.40 1.79 103.99 100.71
2km圏 0.00 0.10 0.21 0.06 12.43 5.04 9.50 2.94 0.05 0.00 30.32 29.89
3km圏 0.01 0.26 0.62 0.17 24.00 8.89 14.98 4.81 0.09 0.00 53.83 52.68
4km圏 0.01 0.33 1.27 0.21 35.55 16.19 20.46 9.42 0.12 0.00 83.56 81.62

調査地 行動範囲
植生自然度別面積 (km2)

上北山村

十津川村

植生自然度6～9

面積 (km2)

上北山村 10 38.40 0.260

十津川村 7 29.89 0.234

上北山村 10 66.48 0.150

十津川村 7 52.68 0.133

上北山村 10 100.71 0.099

十津川村 7 81.62 0.086

3km圏 0.142

0.0934km圏

識別個体数
植生自然度6～9

面積 (km2)

生息密度

(個体数/km2)

平均生息密度

(個体数/km2)

0.247

行動範囲 調査地

2km圏

 

分布面積

(km2)

2km圏 1887 466.7

3km圏 1887 267.3

4km圏 1887 174.60.093

行動範囲 推定個体数
平均生息密度

(個体数/km2)

0.247

0.142
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スギ板材を斜め張りした屋根構面の強度試験 

 

柳川靖夫・中 晶平・加藤修身＊１・中西直己＊２

 

 野地板、垂木、および母屋を使用した、在来軸組工法の木造住宅屋根において、野地板にスギを使用し、

斜め張りすることにより屋根構面の面内せん断強度を向上させることを試みた。直立させた屋根試験体に

おいて、垂木を垂直に配置した試験体、および垂木を水平に配置した試験体を、それぞれ 2 体ずつ作成し

て面内せん断試験を行った。垂木を水平に配置した試験体においては、野地板の取り付け方向を 2 種類と

した。面内せん断試験の結果、壁倍率相当値は、垂木を垂直に配置した試験体で 1.4 および 1.6 であり、

壁倍率相当値は特定変形角（1/120rad）時の荷重により算出された。一方、垂木を水平に配置した試験体

では 1.5 および 1.7 であり、壁倍率相当値は終局耐力により算出された。初期剛性は、垂木を垂直に配置

した試験体は 671kN/rad および 523kN/rad であり、垂木を水平に配置した試験体では 839kN/rad および

885kN/rad であった。この差の理由として、垂木を水平に配置した試験体では垂木の使用本数が多かった

ことが考えられた。 

 
 

１．はじめに 

 

 過去の在来軸組工法においては、壁、床および屋根に

は板材が汎用されていたものの、近年の在来軸組工法で

は、合板等の面材料が使用されることが多い。この理由

として、施工が容易であること、安価で大量に入手でき

ること、また面内せん断強度が高く強度の異方性が小さ

いこと、等が考えられる。しかし、近年は木材使用への

関心が高まっていることから、国産材を多用した家造り

の取り組み事例が増加している。それら木造住宅では、

主として地域のスギ製材およびヒノキ製材が使用されて

おり、地域産材の需要先として今後有望と考えられる。

そのような木造住宅の技術的課題の一つとして、合板等

の面材を使用せずに、如何にして水平構面のせん断強度

を確保するかが挙げられる。壁では筋交いが使用できる

ものの、床や屋根では筋交いは使用できないため、何ら

かの手法を開発せねばならない。以前の在来軸組工法の

屋根構面では、垂木に対して 90 度、すなわち母屋と平行

に野地板が釘打ちされていた。このような構成では水平

構面のせん断強度の異方性は大きく、壁倍率相当値とし

て評価した場合、野地板張り耐力壁に近い数値と予想さ

れる。そこで、スギ板材を垂木に対して 45 度の角度で釘

打ちした屋根構面を 2 種類作成し、面内せん断試験を実

施してその強度性能を調べた。 

 

２．材料および方法 

2.1 垂木を垂直に配置した試験 

 図 1 に示すとおり、直立させた状態において垂木を垂

直に配置した試験体（以下「垂直構成試験体」とする）

であり、軒桁および母屋には垂木転び止めが釘打ちされ

ていた。野地板は、右上がりに釘打ちされていた（以下

R とする）。 

 

 

 

図１ 垂直構成試験体 

注：右上がり、Ｖ１－ＲおよびＶ２－Ｒ試験体。 
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